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学校における働き方改革の推進
「とくしまの学校における働き方改革プラン」の取組



はじめに（徳島新聞：2019.11.26より）



危惧される長時間勤務の影響

教員の健康への影響
教師の過労死や病休が増えている。

教育への影響（生徒への影響）
心身が疲弊するとよい教育活動（授業）ができない。

人材への影響
｢ブラック｣な職場のままでは優秀な人材は来ない。



時間外勤務のリスク

出典：過労死等防止啓発パンフレット 2018 (厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-
Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000138040_1.pdf



新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための
学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）

Ｈ31.1.25（中教審）

働き方を見直し、自らの人間性や創造性を高め、
子供たちに効果的な教育活動を行う

働き方改革の目的

学校における働き方改革 国の動向

学校があらゆる業務を担いすぎていることを踏まえ、
以下の視点から業務内容を整理
①学校以外 ②必ずしも担う必要なし ③負担軽減可能

学校及び教師が担う業務の明確化・適正化

勤務時間管理の徹底と上限ガイドライン

月４５時間、年３６０時間

「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」



2. 業務量の適切な管理等に関する指針の
（ガイドラインを法的根拠のある「指針」に格上げ）

施行：令和２年4月1日

2. 業務量の適切な管理等に関する指針の
（ガイドラインを法的根拠のある「指針」に格上げ）

施行：令和２年4月1日

学校における働き方改革 国の動向
給特法の一部を改正する法律が可決・成立

令和元年12月4日
給特法の一部を改正する法律が可決・成立

令和元年12月4日

1. 一年単位の変形労働時間制の適用
（休日のまとめ取り等）

施行：令和3年4月1日

1. 一年単位の変形労働時間制の適用
（休日のまとめ取り等）

施行：令和3年4月1日

月４５時間、年３６０時間



質の高い教育の実現のために

思考力や創造力が高まる教育活動

プログラミ
ング教育

道徳教育
消費者

教育

アクティ
ブ・ラー
ニング

キャリア
教育 英語教育

やるべきことは多い

教材研究・授業研究

授業力はじめ、
授業の質が求められる

教科指導 生徒指導
クラス経営 校務分掌
部活動指導 保護者対応



働き方改革は削るだけではない

教師のスキルアップのための時間の創出
授業力をはじめとした指導力の向上のための
研修等に充てる時間

教師の人生を豊かにするための時間の創出
心身のリフレッシュや感性を豊かにするような
機会に充てる時間

持続可能な学校づくり持続可能な学校づくり



人材獲得の影響（徳島新聞：2019.11.26より）



３つの主体で取り組みます

〇時間外勤務の縮減に
向けた目標設定
〇管理職へのマネジメント
研修
〇優れた改善事例の
周知・広報

〇県下統一した小中学校
統合型校務支援システ
ムの導入
〇県教委から学校への
調査・照会の精選

〇テレビ会議活用などに
よる研修

〇運動部活動に関する
方針の策定
〇文化部活動の適切な
在り方検討

〇広報紙・ホームページ
を活用した周知・広報に
よる保護者や地域への
理解促進
〇保護者の理解促進の
ためのメッセージ発信

〇スクール・サポート・ス
タッフと部活動指導員
の配置促進
〇スクールカウンセラ－・
スクールソーシャル
ワーカーの配置拡充
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とくしまの学校における働き方改革プラン取組の概要

県教育委員会
市町村
教育委員会

５
つ
の
柱

業務の適正化と質的転換による教育力の向上と持続可能な学校づく
り

〇タイムマネジメントの
醸成
〇ＩＣＴを活用した勤務
時間管理の導入・整備
〇時間外勤務の縮減に
関する目標設定

〇業務改善方針の策定
〇留守番電話の導入
〇給食費等の公会計化
〇研究指定に係る関係
団体への理解促進

〇適正化に向けた方針
の作成
〇部活動指導員の配置
や地域ボランティア
（外部人材）の活用

〇地域人材の活用
〇学校を応援・支援する
体制づくりの推進
※コミュニティ・スクー
ルや地域学校協働本
部の導入推進

〇保護者向けの啓発文
書作成やホームペー
ジを活用した広報によ
る理解促進
※地域への啓発

〇管理職による勤務時間
の客観的な把握

〇教職員の意識改革の
ための研修会の実施

〇休暇取得促進や勤務
態様に応じた勤務時間
の設定

〇ＩＣＴの効果的活用
〇学校行事等の精選
〇会議の精選や会議時間
の短縮
〇業務改善目標設定

〇運営体制の見直し
〇方針の作成
〇将来を見据えた部活動
の在り方の見直し

〇学校ホームページや
学校通信等の活用に
よる働き方改革の取組
に対する保護者・地域の
理解促進

〇外部人材の受入れに
係る窓口の一元化と
広報の充実
〇スクールカウンセラー
など専門家との一層の
連携

学校
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とくしまの学校における働き方改革プラン取組の概要

〇管理職による勤務時間の客観的
な把握

〇教職員の意識改革のための研修
会の実施

〇休暇取得促進や勤務態様に応じ
た勤務時間の設定

－ 17 －
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•勤務時間を意識した働き方 カエル宣言カードの実施

退勤時間の設定（小松島高校の取組）



•氏名のついたマグネットを「カエルボード」に貼り付ける。

退勤時間の設定（働き方改革モデル校：藍住北小学校）



とくしまの学校における働き方改革プラン取組の概要

〇ＩＣＴの効果的活用

〇学校行事等の精選

〇会議の精選や会議時間の短縮

〇業務改善目標設定

－ 17 －
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• 第１職員室の行事板を廃止

• 職朝の短縮

• 第１職員室の行事板を廃止

• 職朝の短縮

ＩＣＴの効果的活用 （働き方改革モデル校：板野支援学校 ）

グループウェアの利用グループウェアの利用



職場環境の整備①

•第１職員室内スタンディングテーブルの設置

会議に活用できるボード

生徒作品やお菓子

会議の精選や会議時間の短縮（板野支援学校）



とくしまの学校における働き方改革プラン取組の概要

〇外部人材の受入れに係る窓口の
一元化と広報の充実

〇スクールカウンセラーなど
専門家との一層の連携

－ 17 －

外
部

য
౫
ਗ
৖
য
౫
ಉ
भ
ણ
৷

と
意
識
改
革

勤
務
時
間
管
理



地域とともにある学校

コミュニティ・スクール
地域学校協働活動
学校行事や授業等に地域の人
材を積極的に活用し、教育効
果を高める。地域の活性化に
もつなげていく。

東みよし町・勝浦町の事例

外部人材の受入れに係る窓口の一元化と広報の充実
（東みよし町・勝浦町）



《主な業務内容》
◎印刷や物品整理
◎教材作成・資料整理
◎学校行事・式典等補助
◎データ入力・名簿作成
◎配布文書の仕分け
◎掲示物の掲示、張替

●配置人数１名
週３日勤務（週１６時間）
8:30～14:30･･･１回
8:30～13:30･･･２回

スクールサポート・スタッフ（ 藍住北小学校）



◎担当教師との連携を密にし，
週休日は交互に休むなど，指
導の工夫を行っている。

◎月間練習計画を相談のうえ決
定し，学校ホームページにも
掲載している。

●配置人数 １ 名

女子卓球部（2019年）
（３年１１名，２年１３名，１年１２名）

週４日勤務（週11時間程度）
平 日4日×2時間程度
週休日1日×3時間程度

部活動指導員（ 北島中学校）



とくしまの学校における働き方改革プラン取組の概要

〇運営体制の見直し

〇方針の作成

〇将来を見据えた部活動の在り方
の見直し

－ 17 －
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「運動部活動の在り方に関する方針」徳島県教育委員会
「文化部活動の在り方に関する方針」徳島県教育委員会
「運動部活動の在り方に関する方針」徳島県教育委員会
「文化部活動の在り方に関する方針」徳島県教育委員会

活動時間の設定
平日は２時間程度，
学校の休業日（学期中の週末を含む）は３時間
程度

活動時間の設定
平日は２時間程度，
学校の休業日（学期中の週末を含む）は３時間
程度

休養日の設定
週当たり２日以上の休養日
平日は少なくとも１日以上
土曜日及び日曜日は少なくとも１日

休養日の設定
週当たり２日以上の休養日
平日は少なくとも１日以上
土曜日及び日曜日は少なくとも１日

方 針 の 作 成



とくしまの学校における働き方改革プラン取組の概要

〇学校ホームページや学校通信等
の活用による働き方改革の取組
に対する保護者・地域の理解促進

－ 17 －
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留守番電話の導入留守番電話の導入

保護者・地域の理解促進（徳島市小学校・中学校）

電話応対など時間外勤務を削減電話応対など時間外勤務を削減

電話対応時間帯
平日（月～金）

小学校：７：３０～１８：００

中学校：７：３０～１９：００

長期休業期間中

小・中学校：８：３０～１６：３０

電話対応時間帯
平日（月～金）

小学校：７：３０～１８：００

中学校：７：３０～１９：００

長期休業期間中

小・中学校：８：３０～１６：３０



職員の休暇取得促進と健康増進職員の休暇取得促進と健康増進

※学校ホームページや学校だよりでの保護者への協力依頼※学校ホームページや学校だよりでの保護者への協力依頼

保護者・地域の理解促進（ 小松島高校）

【正面玄関前に看板設置】

学校閉庁日の設定学校閉庁日の設定



「With/Afterコロナ」時代の働き方改革

○新型コロナウイルス感染症対策による学校の
臨時休業や行事の中止・縮小等の体験

○中止・縮小しても問題なかったものは何ですか?○中止・縮小しても問題なかったものは何ですか?

◎今後の学校業務や行事等の精選
考えてみましょう。
◎今後の学校業務や行事等の精選
考えてみましょう。



持続可能な学校づくり

県教育委員会

学校市町村教育委員会

勤務時間管理
と意識改革

外部人材等の

活用

保護者・地域
への理解促進

部活動の
適正化

業務改善の
推進

５つの柱に重点的
に取り組みます

部活動指導員の配置

職場環境の改善による
コミュニケーションの促進

カエルボードによる
勤務時間を意識した働き方

３つの主体が
一体となり、

地域学校協働
活動の推進

スクール・サポート
・スタッフの配置

ホームページによる
情報発信

取組のイメージ

とくしまの学校における働き方改革プラン


